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政令132/2020/ND-CPの修正・補足に関す

る政令案

2024年7月5日、 財務省は、政令132に含まれる移転価格規

則の一部の修正・補足に関する政令案を公開しました。現在、

政令案は、様々な政府部門および広範なビジネスコミュニティ

からコメントを募集する目的で、公開されています。アップデート

があり次第、改めてお知らせします。
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政令132の修正・補足に関する政

令案

主なポイント

• 政令案では、関連当事者の定義は信用機関法の変更に合わせて拡大されま

す。信用機関では、定款資本所有率 20%が適用されます。

• 政令案では、関連当事者の定義を、信用機関法で新たに導入された信用機関の

関連会社も含めるように拡大されます。

• 政令案では、第三者の貸手または保証人が関連当事者と見なされる適用を制限

しています。貸手、保証人、信用機関は、借手の「経営、支配、または資本拠出」

に参加していない場合、関連当事者として分類されません。この改正は、商業銀

行からのみ借り入れているが、以前は EBITDA上限ルールの対象となっていた納

税者の懸念に対処することを目的としています。

• 政令案では、第三者の貸手または保証人を対象とする関連当事者の定義の変更
により、政令が発効されることで、納税者が  EBITDA 上限ルールの対象ではなく
なる場合、控除対象外の利息費用の繰り越しが制限されることに注意する必要が
あります。具体的には、前年度の  EBITDA 上限ルールによる控除対象外の利息
費用は繰り越されません。

• 政令案第21条は、税務当局の要請に応じて、信用機関の関連者およびそ

の関連会社に関する情報を提供するという、ベトナム国家銀行の責任の範

囲を広げています。

• 政令によって発効される変更事項を反映するために、移転価格申告書の付録 Iの
修正が提案されています。

• 政令が確定すると、2024年度以降の法人所得税申告に適用されます。
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